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24-D-0968 

2024 年 9 月 30 日  
   
   

株式会社北海道銀行が実施する 
グラビス株式会社に対する 

ポジティブ・インパクト・ファイナンスに係る 
第三者意見  

 
    

株式会社日本格付研究所（JCR）は、株式会社北海道銀行が実施するグラビス株式会社に対するポジティ

ブ・インパクト・ファイナンス（PIF）について、国連環境計画金融イニシアティブのポジティブ・インパ

クト・ファイナンス原則への適合性に対する第三者意見書を提出しました。 

本件は、環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置されたポジティブイン

パクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」への整合性も併

せて確認しています。 

 

 

＊詳細な意見書の内容は次ページ以降をご参照ください。 
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第三者意見書 

2024年 9月 30日 

株式会社 日本格付研究所 

 

 

 

評価対象： 

グラビス株式会社に対するポジティブ・インパクト・ファイナンス 

貸付人：株式会社北海道銀行 

評価者：株式会社道銀地域総合研究所 

第三者意見提供者：株式会社日本格付研究所（JCR） 

 

 

 

結論： 

本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジティブ・イン

パクト・ファイナンス原則に適合している。 

また、環境省のESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2項（4）に基づき設置さ

れたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトフ

ァイナンスの基本的考え方」と整合的である。 
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I. JCRの確認事項と留意点 

JCRは、株式会社北海道銀行（「北海道銀行」）がグラビス株式会社（「グラビス」）に対し

て実施する中小企業向けのポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）について、株式

会社道銀地域総合研究所（「道銀地域総合研究所」）による分析・評価を参照し、国連環境計

画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した PIF原則に適合していること、および、環

境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置されたポジティブ

インパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考

え方」と整合的であることを確認した。 

PIFとは、SDGsの目標達成に向けた企業活動を、金融機関が審査・評価することを通じ

て促進し、以て持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとして、当該企業活動が与える

ポジティブなインパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モニタリングする運営のこと

をいう。 

PIF原則は、4つの原則からなる。すなわち、第 1原則は、SDGsに資する三つの柱（環

境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できること、なおかつネガティブな影響

を特定し対処していること、第 2原則は、PIF実施に際し、十分なプロセス、手法、評価ツ

ールを含む評価フレームワークを作成すること、第 3原則は、ポジティブ・インパクトを測

るプロジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・インパクトについて

の透明性を確保すること、第 4 原則は、PIF 商品が内部組織または第三者によって評価さ

れていることである。 

UNEP FIは、ポジティブ・インパクト・ファイナンス・イニシアティブ（PIFイニシア

ティブ）を組成し、PIF推進のためのモデル・フレームワーク、インパクト・レーダー、イ

ンパクト分析ツールを開発した。北海道銀行は、中小企業向けの PIF の実施体制整備に際

し、道銀地域総合研究所・一般財団法人北陸経済研究所・株式会社浜銀総合研究所と共同で

これらのツールを参照した分析・評価方法とツールを開発している。ただし、PIFイニシア

ティブが作成したインパクト分析ツールのいくつかのステップは、国内外で大きなマーケ

ットシェアを有し、インパクトが相対的に大きい大企業を想定した分析・評価項目として設

定されている。JCR は、PIFイニシアティブ事務局と協議しながら、中小企業の包括分析・

評価においては省略すべき事項を特定し、北海道銀行及び道銀地域総合研究所にそれを提

示している。なお、北海道銀行は、本ファイナンス実施に際し、中小企業の定義を、IFC（国

際金融公社）または中小企業基本法の定義する中小企業、会社法の定義する大会社以外の企

業としている。 

JCRは、中小企業のインパクト評価に際しては、以下の特性を考慮したうえで PIF原則

との適合性を確認した。 

① SDGs の三要素のうちの経済、PIF 原則で参照するインパクトエリア/トピックにお
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ける社会経済に関連するインパクトの観点からポジティブな成果が期待できる事業

主体である。ソーシャルボンドのプロジェクト分類では、雇用創出や雇用の維持を目

的とした中小企業向けファイナンスそのものが社会的便益を有すると定義されてい

る。 

② 日本における企業数では全体の 99.7％を占めるにもかかわらず、付加価値額では

52.9％にとどまることからもわかるとおり、個別の中小企業のインパクトの発現の仕

方や影響度は、その事業規模に従い、大企業ほど大きくはない。1 

③ サステナビリティ実施体制や開示の度合いも、上場企業ほどの開示義務を有してい

ないことなどから、大企業に比して未整備である。 

 

II. PIF原則への適合に係る意見 

PIF原則 1 

SDGsに資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるこ

と、なおかつネガティブな影響を特定し対処していること。 

SDGs に係る包括的な審査によって、PIF は SDGs に対するファイナンスが抱えている

諸問題に直接対応している。 

北海道銀行及び道銀地域総合研究所は、本ファイナンスを通じ、グラビスの持ちうるイン

パクトを、UNEP FI の定めるインパクトエリア/トピックおよび SDGs の 169 ターゲット

について包括的な分析を行った。 

この結果、グラビスがポジティブな成果を発現するインパクトエリア/トピックを有し、

ネガティブな影響を特定しその低減に努めていることを確認している。 

SDGsに対する貢献内容も明らかとなっている。 

 

PIF原則 2 

PIFを実行するため、事業主体（銀行・投資家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ

クト・プログラム・事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための、十

分なプロセス・方法・ツールが必要である。 

JCRは、北海道銀行が PIFを実施するために適切な実施体制とプロセス、評価方法及び

評価ツールを確立したことを確認した。 

 

                                                   
1 経済センサス活動調査（2016年）。中小企業の定義は、中小企業基本法上の定義。業種によって異な

り、製造業は資本金 3億円以下または従業員 300人以下、サービス業は資本金 5千万円以下または従業

員 100人以下などだ。小規模事業者は製造業の場合、従業員 20人以下の企業をさす。 
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(1) 北海道銀行は、本ファイナンス実施に際し、以下の実施体制を確立した。 

 

※研究所：道銀地域総合研究所・北陸経済研究所・浜銀総合研究所 

(出所：北海道銀行提供資料) 

 

(2) 実施プロセスについて、北海道銀行では社内規程を整備している。 

 

(3) インパクト分析・評価の方法とツール開発について、北海道銀行からの委託を受けて、

道銀地域総合研究所が分析方法及び分析ツールを、UNEP FIが定めた PIFモデル・

フレームワーク、インパクト分析ツールを参考に確立している。 

 

PIF原則 3 透明性 

PIFを提供する事業主体は、以下について透明性の確保と情報開示をすべきである。 

・本 PIFを通じて借入人が意図するポジティブ・インパクト 

・インパクトの適格性の決定、モニター、検証するためのプロセス 

・借入人による資金調達後のインパクトレポーティング 

PIF 原則 3 で求められる情報は、全て道銀地域総合研究所が作成した評価書を通して北

海道銀行及び一般に開示される予定であることを確認した。 

 

 

 

PIF評価体制図

借入人

北海道銀行

（PIF契約締結、

融資実行）

研究所

（評価実施）

株式会社

日本格付研究所

PIF申込

PIF評価書、第三者

意見書の提供

PIF実行

モニタリング

KPI達成支援

北海道銀行グループ

包括分析

KPI協議

包括分析結果、

KPI協議

第三者意見書

申込

第三者意見書

提出
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PIF原則 4 評価 

事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIF は、実現するインパクトに基づいて内部の

専門性を有した機関または外部の評価機関によって評価されていること。 

本ファイナンスでは、道銀地域総合研究所が、JCR の協力を得て、インパクトの包括分

析、特定、評価を行った。JCRは、本ファイナンスにおけるポジティブ・ネガティブ両側面

のインパクトが適切に特定され、評価されていることを第三者として確認した。 

 

III. 「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合に係る意見 

インパクトファイナンスの基本的考え方は、インパクトファイナンスを ESG金融の発展

形として環境・社会・経済へのインパクトを追求するものと位置づけ、大規模な民間資金を

巻き込みインパクトファイナンスを主流化することを目的としている。当該目的のため、国

内外で発展している様々な投融資におけるインパクトファイナンスの考え方を参照しなが

ら、基本的な考え方をとりまとめているものであり、インパクトファイナンスに係る原則・

ガイドライン・規制等ではないため、JCR は本基本的考え方に対する適合性の確認は行わ

ない。ただし、国内でインパクトファイナンスを主流化するための環境省及び ESG金融ハ

イレベル・パネルの重要なメッセージとして、本ファイナンス実施に際しては本基本的考え

方に整合的であるか否かを確認することとした。 

本基本的考え方におけるインパクトファイナンスは、以下の 4 要素を満たすものとして

定義されている。本ファイナンスは、以下の 4要素と基本的には整合している。ただし、要

素③について、モニタリング結果は基本的には借入人であるグラビスから貸付人である北

海道銀行及び評価者である道銀地域総合研究所に対して開示がなされることとし、可能な

範囲で対外公表も検討していくこととしている。 

要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブイ

ンパクトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面におい

てポジティブなインパクトを生み出す意図を持つもの 

要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの 

要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの 

要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リタ

ーンを確保しようとするもの 

また、本ファイナンスの評価・モニタリングのプロセスは、本基本的考え方で示された評

価・モニタリングフローと同等のものを想定しており、特に、企業の多様なインパクトを包

括的に把握するものと整合的である。 
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IV. 結論 

以上の確認より、本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジテ

ィブ・インパクト・ファイナンス原則に適合している。 

また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置された

ポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンス

の基本的考え方」と整合的である。 

 

 

（第三者意見責任者） 

株式会社日本格付研究所 

サステナブル・ファイナンス評価部長 

 

 

                   

梶原 敦子 

 

 

 

担当主任アナリスト 

 

 

                    

梶原 敦子 

担当アナリスト 

  

                    

菊池 理恵子 
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本第三者意見に関する重要な説明 

1. JCR第三者意見の前提・意義・限界 

日本格付研究所（JCR）が提供する第三者意見は、事業主体及び調達主体の、国連環境計画金融イニシ
アティブの策定したポジティブ・インパクト金融(PIF)原則への適合性及び環境省 ESG金融ハイレベル・
パネル内に設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファ
イナンスの基本的考え方」への整合性に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明であり、当該ポ
ジティブ・インパクト金融がもたらすポジティブなインパクトの程度を完全に表示しているものではあ
りません。 

本第三者意見は、依頼者である調達主体及び事業主体から供与された情報及び JCRが独自に収集した
情報に基づく現時点での計画又は状況に対する意見の表明であり、将来におけるポジティブな成果を保
証するものではありません。また、本第三者意見は、PIFによるポジティブな効果を定量的に証明するも
のではなく、その効果について責任を負うものではありません。本事業により調達される資金が同社の
設定するインパクト指標の達成度について、JCR は調達主体または調達主体の依頼する第三者によって
定量的・定性的に測定されていることを確認しますが、原則としてこれを直接測定することはありませ
ん。 

2. 本第三者意見を作成するうえで参照した国際的なイニシアティブ、原則等 

本意見作成にあたり、JCRは、以下の原則等を参照しています。 

国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブ・インパクト金融原則 

環境省 ESG金融ハイレベル・パネル内ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース 
「インパクトファイナンスの基本的考え方」 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 

本第三者意見を提供する行為は、JCR が関連業務として行うものであり、信用格付業にかかる行為と
は異なります。 

4. 信用格付との関係 

本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、または閲覧に供す
ることを約束するものではありません。 

5. JCRの第三者性 

本 PIF の事業主体または調達主体と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関
係等はありません。 

 

 

 

■留意事項 
本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該

情報には、人為的、機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙
示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保
証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCR
は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間
接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損
害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象であるポジティブ・イン
パクト・ファイナンスにかかる各種のリスク（信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等）について、何
ら意見を表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、
リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。
本第三者意見は、情報の変更、情報の不足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。本文書に係る一切の
権利は、JCR が保有しています。本文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられていま
す。 

■用語解説   
第三者意見：本レポートは、依頼人の求めに応じ、独立・中立・公平な立場から、銀行等が作成したポジティブ・インパクト・ファ
イナンス評価書の国連環境計画金融イニシアティブのポジティブ・インパクト金融原則への適合性について第三者意見を述べたもの
です。  
事業主体：ポジティブ・インパクト・ファイナンスを実施する金融機関をいいます。 
調達主体：ポジティブ・インパクト・ビジネスのためにポジティブ・インパクト・ファイナンスによって借入を行う事業会社等をい
います。 

■サステナブル・ファイナンスの外部評価者としての登録状況等   
・国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブインパクト作業部会メンバー  
・環境省 グリーンボンド外部レビュー者登録 
・ICMA (国際資本市場協会に外部評価者としてオブザーバー登録) ソーシャルボンド原則作業部会メンバー 
・Climate Bonds Initiative Approved Verifier (気候債イニシアティブ認定検証機関) 
 

■本件に関するお問い合わせ先 
情報サービス部  TEL：03-3544-7013 FAX：03-3544-7026 

 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象企業：【グラビス株式会社】 

 

 

 

 

 

 

 

評価実施機関： 株式会社道銀地域総合研究所

 

ポジティブ・インパクト・ファイナンス評価書 
 



- 1 - 

 

道銀地域総合研究所は、国連環境計画金融計画（UNEP FI）が公表しているポジティブ・インパクト・ファイナンス原

則に則り、グラビス株式会社（以下、グラビス）の包括的なインパクト分析を行った。 

北海道銀行は、本評価書で特定されたポジティブ・インパクトの向上とネガティブ・インパクトの低減に向けた取組みを支

援するため、グラビスに対し、ポジティブ・インパクト・ファイナンスを実施する。 

 

本ポジティブ・インパクト・ファイナンスに係る借入金の概要 

借入人の名称 グラビス株式会社 

借入金の金額 100 百万円 

借入金の資金使途 事業資金 

モニタリング期間 
（返済期限） 

７年 

（2031 年９月 30 日） 

 

1. グラビスの事業概要 

（１）会社概要 

企業名 グラビス株式会社 

従業員数 47 人（グループ全体 2023 年 12 月末現在） 

売上高 292 百万円（グラビス単体 2024 年３月期) 

所在地 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビルディング 20 階 

主たる事業分野 ・IT コンサルティングサービスを中心とした事業持株会社 

関連会社 

・グラビス・アーキテクツ株式会社 

・株式会社 AmbiRise（アンビライズ） 

・パブリックタレントモビリティ株式会社 

 

（２）主な沿革（抜粋） 

グラビス・アーキテクツ株式会社、株式会社 AmbiRise、パブリックタレントモビリティ株式会社の持株会社として 2022 年

４月に設立した。グループの中核企業であるグラビス・アーキテクツ株式会社は、2010 年に札幌で設立、公共公益機関

向け IT コンサルティング事業を展開している。現状、事業基盤が安定してきたため、グループとして IT コンサルティング以外

のビジネス展開を将来的に図っていく。 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

（３）主な事業活動 

人口減少、高齢化社会、生産年齢の人口による公共サービスの需要と供給のアンバランス化、社会問題の多様化等

により、従来の「行政」に頼り切った公共サービスでは、早晩に破綻を迎えることになるため、これからの時代に適応するため

には、様々な公益企業や民間セクターのプレイヤーとのコラボレーション等により社会全体で公共サービスを構築していくこと

が必要となっている。 

以上の背景より、グラビスグループとして、公共は「共に創（作）る公（おおやけ）」であり、「公（おおやけ）とは果てし

ない共感」であるべきと捉えており、「自律した個が織りなす公共を創る」というパーパスをコンセプトに、日本の社会経済にお

ける変革や Reborn を後押しし、その主体者の一人として「自律」と「公共」の考えのもと、これからの時代に即した公共サ

ービスのオルタナティブを提供する存在として、様々な事業展開を図っていく。 

将来的には、グラビスグループが様々なプレイヤーのコラボレーションで構築する公共サービスのハブとなり、公共サービスの

企画立案から実行に至るまでのマネジメントのほか、実行者の一人として公共サービスの開発や事業化、それらを担う人材

の確保や育成等、公共サービスの充実に向け全方位的な取組みを展開していく。 

 

①グラビスグループの主な事業内容 

グループ会社一覧 設立年月 主な事業テーマ 主な事業内容 

 

グラビス・アーキテクツ 

株式会社 

 

2010 年 12 月 

IT コンサルティング

サービスを通じて、

日本の社会経済

の生産性向上を

促進し、自律的成

長に貢献する。 

公共公益機関（中央省庁、地方公共団体

等）に対して、IT の利活用による業務改革・

生産性向上を支援する。 

・政策の実現に資する ICT 施策の計画 

・組織全体の ICT 統制コンサルティング 

・クラウド技術等 IT インフラを活用した事業企

画、計画策定・導入・運用評価コンサルティ

ング 

・生産性改善を実現する業務システムの計画

策定・導入・運用評価 コンサルティング 

 

株式会社 AmbiRise 

2020 年 5 月 

テクノロジー×ビジ

ネスで行政の「あた

りまえ」をアップデー

トする。 

GovTech（Government + Technology 

※行政や自治体の DX 化・デジタル化）と呼

ばれる分野で、行政・企業・住民、全ての立

場の人にとって効率的で便利なサービスを開発

し、導入を支援する。 

パブリックタレントモビリティ 

株式会社 

2023 年 10 月 

公共領域における

問題解決のために

「志向×思考×試

行」できる人材を

育て、社会問題

解決の要となる場

に送り出すことを目

指す。 

・公共公益機関（中央省庁、地方公共団体

等）に向けた IT コンサルティング 

・行政 DX／地域 DX を推進するリーダー人材

の育成 

・タレント（人材）のポテンシャルが発揮される

環境をつくるための組織変革コンサルティング

（組織人事、業務改善） 
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（４）企業理念等 

社名の由来 

「グラビス（glavis）」という社名には、大きく二つの意味が込められている。一つは、「グローバル経済
圏」と「ローカル（地方）の経済圏」のそれぞれにおいて問題を解決していきたいという思いで、特に日
本全体の生産性を考えると「ローカル（地方）の経済圏」の生産性向上が重要であると考えている。
もう一つは、「理知＝物事」の道理に則って判断すること、言い換えれば「正しく考え行動すること」であ
る。 

経営理念 
行動指針 

我々は日々の行動を通じ、一貫して礼節と正義を重んじ、各産業の新陳代謝や生産性向上に貢献
し、継続的かつ自律的に成長する社会、経済を実現する。 

 

（５）各種認証の取得 

 グループ企業であるグラビス・アーキテクツ株式会社、パブリックタレントモビリティ株式会社は、ISO9001、ISO27001 の

認証を取得しており、事業経営の向上を図るとともに、情報管理体制の向上も図っている。 

ISO9001 
品質マネジメントシステムに関する国際規格。一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させ
るためのマネジメントシステム規格である。 

ISO27001 
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格。情報の機密性・完全性・可用性
の 3 つをバランスよくマネジメントし、情報を有効活用するための組織の枠組みを示している。 
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（６）内部環境・外部環境 

①内部環境 

グラビスグループは、公共サービスの企画立案から、実行におけるマネジメント、実行者の一人として実サービスの開発や

事業化、公共サービスを担う人材の確保や育成等、公共サービスの充実に向け全方位的な取組みを展開している。 

グラビスグループの事業の特徴としては、デジタルとコンサルティングを組み合わせたソリューションサービスの提供により、国、

独立行政法人、地方公共団体等の公共公益機関を支援しており、これらの組織に向けた支援を通じて多様な社会問題

の解決に貢献し、公共公益の分野でナンバーワンブランドと認知される企業を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）グラビスグループ HP に基づき道銀地域総合研究所が作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1 グラビスグループ事業概略 
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１）各グループ企業の事業の特徴 

 

ア．グラビス・アーキテクツ株式会社 

グラビス・アーキテクツ株式会社の主な事業の特徴は、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）グラビス・アーキテクツ HP に基づき道銀地域総合研究所が作成 

図表 2 グラビス・アーキテクツの事業の特徴 
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イ．株式会社 AmbiRise 

株式会社 AmbiRise は、GovTech の分野において、北海道並びに札幌初(発)の企業として、日本全国へのサービス

提供を目指して取組んでいる。主な事業の特徴は、以下のとおり。 

 

（出所）グラビスグループ HP に基づき道銀地域総合研究所が作成 

 

 

（出所）AmbiRise HP 

 

図表 3 AmbiRise の事業の特徴 

図表 4 AmbiRise の受賞歴 
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ウ．パブリックタレントモビリティ株式会社 

パブリックタレントモビリティ株式会社では、【Reskilling領域（人材育成）】、【Reengineering領域（組織変革）】、

【Revolving 領域（人材採用）】、以上３つの「R」の領域で事業展開しており、それぞれの事業の組み合わせにより、行

政 DX や地域 DX をよりスムーズに進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）パブリックタレントモビリティ HP に基づき道銀地域総合研究所が作成 

 

図表 5 パブリックタレントモビリティの事業のコンセプトや特徴 



- 8 - 

 

２）今後の事業の見通し等 

グラビスグループのソリューションサービスは、特に公共公益機関に対して主に ICT（情報通信技術）導入の企画や導

入後の運用を一貫して支援しており、公共公益機関の生産性向上や業務改善を行っている。また、支援先は中央省庁・ 

独立行政法人のほか、北海道から九州の各地の自治体と幅広く、システム開発を担うパートナー企業とともに児童相談所

の情報管理システムの改善をはじめ、機械学習の仕組みを活用したケアワーカーの負担軽減への取組みなど、業務内容に

ついても幅が広い。 

また、今後、「地域経済活性化のエコシステム構築」に向けて、「地域経済の活性化・地域所得の向上」というテーマに

対してより実効性高い取組みを推進するために、2024 年５月に中小企業支援の実績が豊富な企業と資本業務提携を

行った。将来的には、既存事業をさらに拡大させていくことに加え、、これらのリソースとかけあわせて、地域における中小企

業支援のエコシステムの再構築等の新しい事業も積極的に行っていく。 

 

 

【ポイント】 

・グラビスグループの事業の特徴としては、デジタルとコンサルティングを組み合わせたソリューションサービスの提供により、

国、独立行政法人、地方公共団体等の公共公益機関を支援している。 

・主な支援内容として、主に ICT（情報通信技術）導入の企画や導入後の運用を一貫して支援し、公共公益機関

の生産性向上や業務改善を行っている。 

・今後は、既存事業のリソースを活用しながら、地域における中小企業支援のエコシステム再構築等、新しい事業にも 

積極的に取り組んでいく。 
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②外部環境  

１）自治体 DX の推進 

2020 年 12 月、政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が決定され、目指すべきデジタル社会

のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会

～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」が示された。また、2022 年 6 月、「デジタル社会の実現に向けた重点

計画」が閣議決定され、このビジョンが目指すべきデジタル社会のビジョンとして改めて位置づけられ、自治体においては、以

下のことが求められている。 

・自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、 

・デジタル技術や AI 等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていく 

なお、以上のことに加え、DX を推進するに当たっては、住民等とその意義を共有しながら進めていくことも重要である。 

２）現在の取組み状況 

日本における取組みとしては、2017 年 5 月「デジタル・ガバメント推進方針」、2018 年 1 月「デジタル・ガバメント実行

計画」が策定された。なお、「デジタル・ガバメント実行計画」は 2020 年 12 月に改定され、2021 年 12 月廃止となっ

た。現在は、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が進められており、主な重点取組事項は以下のとおり。 

（出所）総務省 HP 

 

 

 

図表 6 自治体 DX 推進計画等の概要 
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３）自治体 DX 推進の理由 

自治体には、規模を問わず様々な課題があり、主な課題としては、多様化する住民のニーズへの対応、職員の業務効

率化や働き方の改善の 2 つとなっており、それを解決するため、自治体 DX の推進が求められている。 

図表 7 自治体 DX 推進の主な理由 

多様化する住民ニーズ

への対応 

行政手続きのオンライン

化による公共サービスの

利便性の向上 

行政手続きをオンライン化することで、利便性の向上、効率的な

公共サービスの提供が図られる。 

情報公開の迅速 
現在の自治体の業務は紙ベースであるため、業務をデジタル化

することで、迅速な情報公開が図られる。 

多言語対応 
外国人対応に向けて、自治体のサービスにも多言語化が求めら

れている。 

災害時の迅速で正確な

情報収集・伝達 

災害時には、迅速な状況把握、住民に正確な情報を伝達する

必要があるため、デジタル技術を利用し、迅速で正確な情報収

集・伝達を行えるよう体制を整えることが急務である。 

誰でも利用しやすい 

サービス 

高齢者や障害者、外出が難しい住民等、誰しもが平等に自治

体のサービスを受けられ、必要な情報を入手できるようなサービス

の提供が求められている。 

自治体の業務効率化

や職員の働き方の改善 

長時間労働の是正 
IT ツールやデジタル技術の導入による業務へ移行することで、

DX を通じた効率化を進める必要がある。 

デジタル化への対応 
マイナンバーカードの利用促進等により、行政サービスのデジタル

化が進んでおり、自治体は迅速な対応が求められている。 

人材不足の解消 

少子高齢化による人手不足が進むなかで、IT ツールやデジタル

技術で対応できる業務を DX 化することで、限られた人材で自

治体サービスを運用することが求められている。 

新たなサービスの創出 

人口動態や経済指標、人流データ等のデータに基づいた政策を

実行するとともに、潜在的ニーズのある新しい自治体サービスを提

供することを図っていく。 

「2025 年の崖」問題 

老朽化、肥大化、複雑化、ブラックボックス化した「レガシーシステ

ム」の刷新をしなければ、2025 年以降に大きな経済損益が発

生するいわれており、新しいシステムや端末への入れ替えが求めら

れている。 
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４）自治体 DX の重点取組事項 

自治体 DX の重点取組事項は、以下のとおり。 

自治体フロントヤード改革

の推進 

市民の行政サービスへのアクセス改善とデジタル化により、従来の窓口対応だけでなく、オ

ンラインやモバイルアプリなどの多様なチャネルを通じてサービスを提供する。 

自治体の情報システムの

標準化・共通化 

異なる自治体間での情報システムの互換性を高め、データやサービスの連携により、災害

時には迅速な情報共有や公共サービスの連携強化が図られる。 

公金収納における eLTAX

の活用 

eLTAX の電子申告・納税システムを通じて地方公共団体の公金収納プロセスをデジタル

化し、効率化していく。 

マイナンバーカードの普及

促進・利用の推進 

マイナンバーカードにより、オンラインによる本人確認が可能になり、行政手続きのデジタル

化が一層促進していくため、マイナンバーカードは自治体 DX の重要ツールとして位置づけ

られている。 

セキュリティ対策の徹底 
国が示す地方公共団体のセキュリティ対策の方針に基づき、自治体はガバメントクラウドの

活用に向けて検討を図る。 

自治体の AI・RPA の利用

推進 

公共料金の請求処理、申請書類のデータ入力、その他の行政手続き等の自動化を図る

ため、自治体における AI と RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の利用促進を

図っていく。 

テレワークの推進 

自治体職員の柔軟な働き方を支援し、職員の仕事と私生活のバランスを改善することに

加え、緊急事態発生時の業務継続計画（BCP）の一環としても重要視されており、災

害時や緊急時においても行政サービスの提供を維持できるという側面もある。 

 

５）自治体 DX 推進に向けた手順 

 自治体 DX 推進に向けた手順は、以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）総務省「自治体 DX の推進について（DX 推進体制の構築、デジタル人材の確保・育成）」 

図表 8 自治体 DX 推進に向けた手順 
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６）自治体 DX 推進に向けた進捗状況 

  自治体 DX 推進に向けた進捗状況については、以下のとおり。 

DX を推進するための全体

方針の策定 

都道府県では 44 団体（93.6％）、市区町村では 565 団体（32.5％）が全体方

針※を策定している。 
※ 全体方針：DX 推進のビジョン及び工程表から構成されるものであり、計画を含む。 

全庁的・横断的な推進体

制の構築 

都道府県では全団体、市区町村では 854 団体（49.1％）が全庁的・横断的な推進

体制※を構築している。 
※全庁的・横断的な推進体制：都道府県においては知事や副知事等、市区町村においては市区町村長

や副市区町村長等のリーダーシップや庁内マネジメントの下、各部局が連携して DX を推進する体制

（例：推進本部・連絡会議の設置等） 

 

図表 9 DX を推進するための全体方向の策定状況（2022 年度） 

 

 

 

 

図表 10 全庁的・横断的な推進体制の構築状況（2022 年度） 

 

 

（出所）総務省「自治体 DX の推進について（DX 推進体制の構築、デジタル人材の確保・育成）」 
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７）自治体 DX 推進における課題 

現状では「自治体 DX 推進計画」の計画期間が 2025 年度までとなっており、自治体におけるデジタル化は喫緊の課題

となっている。その一方で、財源の確保、業務負担の増大、アナログ文化が根強く残っている等、課題は山積しているが、

大きな課題として「DX 人材の不足」があげられる。デジタル化の取組みを進める上では、地方公共団体のデジタル人材確

保が急務となっているが、市町村を中心にデジタル人材の確保が困難となっている状況にある。このため、地方公共団体で

は、全体方針の策定や全庁的・横断的な推進体制の構築は一定程度進んでいるが、市町村においてはまだ半数以上が

DX 化に向けた取組みが進んでいないのが現状である。 

また、限られた人的資源でもあるデジタル人材の獲得は、民間企業との競合となるため、今後も人材の不足は続くと予

測されており、自治体業務の DX を推進する際の大きな課題になると推測される。このため、外部からのデジタル人材の確

保に加え、既存職員の育成、DX 推進の中核を担うリーダーの育成等、民間企業との連携や外部人材の活用により、これ

らの課題解決を図っていく必要がある。 

 

【ポイント】 

・自治体におけるデジタル化は喫緊の課題 

・自治体 DX の取組みにより、多様化する住民のニーズへの対応、職員の業務効率化や働き方の改善を図っていく。 

・現状、地方公共団体や市町村でデジタル人材の確保が難しい状況にある。 

・各自治体においては、民間企業との連携や外部人材の活用によるデジタル人材の育成、DX 推進の中核を担うリーダ

ーの育成等が求められている。 
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（７）SDGs への理解と取組み 

グラビスでは、SDGs の趣旨に賛同し、真に快適で豊かな社会・生活環境づくりの担い手として、次世代に引き継いでい

く社会的責任を果たすために、以下の取組みを通じて新たな価値を創造する企業として日々研鑽に努め、社会的要望に

対応していく。 

 

SDGs17 の目標 グラビスグループでの主な取組み 

 

・ライフステージに対応した、柔軟な働き方の実現 

・自社として「働きがい」を重要な経営指標としており、Great Place to Work® Institute 

Japan（GPTW ジャパン）※１より「働きがい認定企業」※２に認定されている。 

・高い成長率や高収益体質を実現する企業経営に取組んでいる。 

 

・グラビスグループの主軸企業であるグラビス・アーキテクツ株式会社は「社会問題をコンサルテ

ィング手法で解決していく」を掲げており、その中でも IT による生産性向上や DX 支援を主

要事業としている。 

 

・社員においては性別や年齢での差をつけない。 

 

・地方の中小規模の市町村においては、10～20 年スパンではその存続そのものが危機にな

っている。このため、グラビスグループとして、「公共サービスの未来を描き、実現する」ことに取

組んでおり、産官学民連携による公共サービスの今後の在り方について取組んでいる。 

 

・行政におけるエンゲージメントを一つの社会問題ととらえており、その改善の働きかけをしてい

る。 

 

※１ Great Place to Work® Institute Japan（GPTW ジャパン） 
Great Place To Work®は世界最大級の意識調査機関で、世界約 150 ヶ国で「働きがいのある会社」を調査・分析し、認定・ランキングとして

発表している。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所が Great Place to Work® Institute よりライセンスを受け、Great Place 

to Work® Institute Japan（GPTW ジャパン）を運営している。 

 

※２ 「働きがい認定企業」 
働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることを Great Place to Work® Institute Japan

が正式に認定する。 
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2. 【グラビス】の包括的分析 

セグメント、エリア及びサプライチェーンの観点から、インパクトを生み出す要因を包括的に検討した。 

 

（１）業種別インパクトの状況 

PIF 原則及びモデル・フレームワークに基づき、道銀地域総合研究所が定めるインパクト評価の手続きを実施した。まず、

グラビスの事業については、国際標準産業分類における「経営コンサルティング活動」、「本社の活動」に整理した。事業別

の UNEP FI の分析ツールによるポジティブ、ネガティブなインパクトエリアの判定結果は、以下の通り。各インパクトエリア内で

該当したインパクトトピックの内訳は、別表１のとおり。 

 

《産業分類別及び全体の特定したインパクトの一覧》 

 

(出所) UNEP FI 分析ツールより道銀地域総合研究所作成 

 

 

 

 

  

ポジティブ ネガティブ

健康および安全性 ●

生計 ● ●

平等と正義 ●

社会経済 健全な経済 ●

環境 サーキュラリティ ●

全事業
インパクトカテゴリー インパクトエリア

社会
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《別表１》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) UNEP FI 分析ツールより道銀地域総合研究所作成 

ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ

紛争

現代奴隷

児童労働

データプライバシー

自然災害

健康および安全性 ー ● ● ●

水

食料

エネルギー

住居

健康と衛生

教育

移動手段

情報

コネクティビティ

文化と伝統

ファイナンス

生計 雇用 ● ● ●

賃金 ● ● ● ● ● ●

社会的保護 ● ● ●

平等と正義 ジェンダー平等 ● ● ●

民族・人種平等 ● ● ●

年齢差別 ● ● ●

その他の社会的弱者 ● ● ●

法の支配

市民的自由

健全な経済 セクターの多様性

零細・中小企業の繁栄 ● ● ●

インフラ ー

経済収束 ー

気候の安定性 ー

生物多様性と生態系 水域

大気

土壌

生物種

生息地

サーキュラリティ 資源強度

廃棄物 ● ● ●

7020

経営コンサルティング活動

7010

本社の活動

社会経済

環境

人格と人の安全保障

資源とサービスの入手可能性、ア

クセス可能性、手ごろさ、品質

強固な制度・平和・安定

インパクトカテゴリー インパクトエリア インパクトトピック
全事業

社会
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＜全体のデフォルトインパクトレーダー＞ 
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これらの集約結果、及びグラビスの個別要因を加味した修正結果は、以下のとおり。また、インパクトトピック単位での修

正内容は別表２のとおり。 

 

 

 

(出所) UNEP FI 分析ツールより道銀地域総合研究所作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ

健康および安全性 ● ●

生計 ● ● ● ●

平等と正義 ● ●

健全な経済 ● ●

インフラ ●

環境 サーキュラリティ ● ●

社会経済

全事業

社会

資源とサービスの入手可能性、ア

クセス可能性、手ごろさ、品質

全事業
インパクトカテゴリー インパクトエリア

●



- 19 - 

 

まず、UNEP FI が定めたインパクト評価ツールを用い、ポジティブ・インパクトが発現するインパクトエリア／トピックとして

「雇用」、「賃金」、「零細・中小企業の繁栄」を確認した。 

一方、ネガティブ・インパクトが発現するインパクトエリア／トピックとして、「健康および安全性」、「賃金」、「社会的保護」、

「ジェンダー平等」、「民族・人権平等」、「年齢差別」、「その他の社会的弱者」、「廃棄物」を確認した。なお、標準値から

の追加・削除したインパクトエリア／トピックは以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
インパクト
カテゴリー 

インパクトエリア インパクトトピック 追加・削除した理由 

追
加
事
項 

ポジティブ・
インパクト 

社会 

資源とサービスの入
手可能性、アクセス
可能性、手ごろさ、
品質 

教育 

社内研修等の推進を通じて労働環境の
改善や人材育成の強化に注力しているた
め、ポジティブ・インパクトの対象に追加し
た。 

社会経済 インフラ ‐ 
公共公益機関を対象にした商品やサービ
スの提供を行っているため、ポジティブ・イン
パクトの対象に追加した。 

ネガティブ・ 
インパクト 

環境 サーキュラリティ 資源強度 
環境負荷の軽減の取組みを図っているた
め、ネガティブ・インパクトの対象に追加し
た。 

削
除
項
目 

ポジティブ・
インパクト 

社会 生計 賃金 
当該インパクトトピックに該当する活動が
ないため、ポジティブ・インパクトの対象から
削除した。 

ネガティブ・ 
インパクト 

社会 生計 賃金 
賃金格差、不当に安い賃金設定で従業
員を雇用していないため、ネガティブ・イン
パクトの対象から削除した。 

社会 平等と正義 民族・人権平等 
外国人の採用に関して需要がないため、
ネガティブ・インパクトから削除した。 
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《別表２》 

 

(出所) UNEP FI 分析ツールより道銀地域総合研究所作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ

紛争

現代奴隷

児童労働

データプライバシー

自然災害

健康および安全性 ー ● ●

水

食料

エネルギー

住居

健康と衛生

教育 ●

移動手段

情報

コネクティビティ

文化と伝統

ファイナンス

雇用 ● ●

賃金 ● ●

社会的保護 ● ●

ジェンダー平等 ● ●

民族・人種平等 ●

年齢差別 ● ●

その他の社会的弱者 ● ●

法の支配

市民的自由

セクターの多様性

零細・中小企業の繁栄 ● ●

インフラ ー ●

経済収束 ー

気候の安定性 ー

水域

大気

土壌

生物種

生息地

資源強度 ●

廃棄物 ● ●

社会

人格と人の安全保障

資源とサービスの入手可能性、ア

クセス可能性、手ごろさ、品質

生計

平等と正義

全事業 全事業
インパクトカテゴリー インパクトエリア インパクトトピック

社会経済

強固な制度・平和・安定

健全な経済

環境
生物多様性と生態系

サーキュラリティ
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3. インパクトに係る戦略的意図やコミットメント 

インパクトテーマと、PIF 原則及びモデル・フレームワークにより、特定したインパクトエリアまたはトピックの関連は、以下のと

おり。 

 インパクトテーマ 特定したインパクトエリア 特定したインパクトトピック 

Ⅰ 
環境配慮に向けた取

組み 
サーキュラリティ 資源強度、廃棄物 

Ⅱ 
働きやすい職場づくり

に向けた取組み 

健康および安全性 － 

生計 雇用、社会的保護 

平等と正義 
ジェンダー平等、年齢差別、 

その他の社会的弱者 

Ⅲ 

人材育成の強化・労

働生産性向上に向け

た各種取組み 

資源とサービスの入手可能性、アクセス

可能性、手ごろさ、品質 
教育 

Ⅳ 
経済力を高める各種

施策の取組み 

健全な経済 零細・中小企業の繁栄 

インフラ － 
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4. グラビスに係る本ポジティブ・インパクト・ファイナンスにおける KPIの決定 

特定したポジティブ・インパクト（以下、PI）とネガティブ・インパクト（以下、NI）の内容を記載する。 

 

（１）環境配慮に向けた取組み 

項目 内容 

インパクトの種類 NI の低減 

インパクト 
エリア/トピック 

NI:〈資源強度〉、〈廃棄物〉 

影響を与える
SDGs の目標 

     

内容・対応方針 環境配慮に向けた各種施策の実行 

毎年モニタリングする
目標と KPI 

【目標】 

・自社事業における環境配慮に向けた取組みの促進 

【KPI】 

・2030 年度末までに DX 化推進により従業員一人当たりの紙の使用量を 2023 年度対

比 50％削減 

 

①DX 化推進による紙使用量の削減（NI: 〈資源強度〉、〈廃棄物〉） 

グラビスグループでは以下の DX 化推進の取組みにより紙の使用量削減を図っている。 

 

ア．DX 化推進の主な取組み 

主な取組み項目 主な取組み内容 

各種ワークフロー 社内におけるすべての申請はオンラインで行っている 

経費精算のペーパーレス化 電子帳簿保存法対応をしており、各種申請や領収書をすべてオンライン化している。 

受領請求書のオンライン化 

受領請求書の処理は、Sansan 社が提供するクラウド請求書受領サービス「Bill 

One（ビルワン）」を利用している。受領請求書の半分をオンライン（ペーパーレス）

済み。 

 

イ．DX 化推進による紙使用量の削減 

取組み項目 実績（2023 年３月末） 目標（2031 年３月末） 

従業員一人当たりの 

紙の使用量 
 700 枚／人（A4 換算） 

2023 年度対比 50%削減 

 350 枚／人（A4 換算） 
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（２）働きやすい職場づくりに向けた取組み 

項目 内容 

インパクトの種類 PI の向上、NI の低減 

インパクト 
エリア/トピック 

PI：〈雇用〉 
NI：〈健康および安全性〉、〈社会的保護〉、〈ジェンダー平等〉、〈年齢差別〉、 

〈その他の社会的弱者〉 
影響を与える
SDGs の目標 

     

内容・対応方針 ・多様な人材が活躍できる社内環境づくりの実践を通じて、従業員全員が差別なく働ける職
場環境の確立 

・従業員への労働安全衛生に対する取組み 
毎年モニタリングする
目標と KPI 

【目標】 

・有給休暇取得率の向上 

・全社員平均残業時間の減少 

・女性正社員雇用数の増加 

・女性役職者割合の増加 

・多様な人材の採用 

・労働災害事故の発生防止 

【KPI】 

・2030 年末までに全社員平均有給休暇取得率の向上(45%／2023 年末→70%／2030 年末) 

・2030 年末までに全社員月間平均残業時間の削減(30 時間／2023 年末→20 時間／2030 年末)  

・2030 年末までに女性正社員雇用数の増加（12 人／2023 年末→80 人／2030 年末）  

・2030 年末までに女性役職者割合の増加（４％／2023 年末→30％／2030 年末） 

・2030 年末までに障がい者の従業員数の増加（０人／2023 年末→10 人／2030 年末）  

・2030 年末までにシニア層の従業員数の増加（４人／2023 年末→20 人／2030 年末） 

・労働災害の発生件数ゼロの維持 

 

①ワークライフバランスの推進（NI：〈健康および安全性〉、〈社会的保護〉） 

厚生労働省がこのほど公表した 2023 年「就労条件総合調査」によると、全国の年次有給休暇取得率の全業種平均

が 62.1％である中、「学術研究，専門・技術サービス業」の有休取得率は 64.2%で平均を上回っている。 

グラビスでは、グループ全体で働き方改革関連法を遵守していることに加え、福利厚生の充実、社内の業務フローの改

善を通じて、2023 年末では平均有給休暇取得率は 45％、平均月間残業時間は 30 時間となっており、2030 年末ま

でには平均有給休暇取得率 70％、平均月間残業時間 20 時間を目指している。引き続き、業務の繁忙期・閑散期を

勘案しながら、労働環境の改善に注力をしていく。 

なお、有給は法定よりも付与日数を高く設定していることに加え、自社独自の育児休暇制度の導入（育児休業とは別

に自由度の高い休暇取得）のほか、独自の福利厚生として産後の母体回復に資するサービスの利用に対しても補助を行

っている。これらの取組みを通じて、仕事と育児等の両立を支援すべく、ワークライフバランスを推進している。 
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②ダイバーシティの推進 

（PI：〈雇用〉  NI：〈ジェンダー平等〉、〈年齢差別〉、〈その他の社会的弱者〉） 

グラビスでは、グループ全体で多様な人材の活用を推進しており、性別や年齢等、従業員全員が差別のない環境で生

き生きと働けるように職場づくりを進めている。女性や障がい者、シニア層等の雇用も推進し、従業員が安心して就労できる

環境整備に向けた取組みを引き続き図っていく。 

主な取組み項目 具体的な取組み内容 

女性社員雇用の向上 
将来的な事業の多角化を見据え、採用エージェントとの協働により多様な職種で

の採用を図っていく。 

役職者における女性割合の向上 
働きやすい環境づくりに加え、個々の従業員の育成計画を策定、幹部社員の育

成や登用を図っていく。 

障がい者雇用の向上 
パラスポーツ団体との連携および採用エージェントとの協働により、適宜、採用を図

っていく。 

定年再雇用制度 原則、年齢に関係なく役割と貢献度処遇を決定している。 

 

ア．グループ全体での従業員一覧(2023 年 12 月末現在、単位：人) 

全従業員数 47 

男性 35 
全従業員のうちパート従業員数 ０ 

全従業員のうち 60 歳以上の従業員数 ４ 

女性 12 
全従業員のうち障がい者の従業員数 ０ 

 

イ．女性活躍推進・ダイバーシティの推進に向けた目標 

項目 
実績 

（2023 年 12 月末） 

目標 

（2030 年 12 月末） 

女性正社員数 12 人 80 人 

役職者における女性の割合 4％ 30％ 

障がい者従業員数(パート・アルバイト含む) 0 人 10 人 

シニア層の従業員数(60 歳以上、パート・アルバイト含む) ４人 20 人 

 

③福利厚生の取組み（NI：〈健康および安全性〉） 

 グラビスグループの社員のほとんどが中途入社であり、また拠点も全国にあるため、社員交流を促進する福利厚生の制度

に力点を置いている。主な取組み内容は以下のとおり。 

 

主な取組み項目 具体的な取組み内容 

ウェルカムランチ補助 入社 1 ヶ月以内の従業員とのランチへの補助 

社外交流活動補助 休日等における社員同士での活動（登山、フットサル、ゴルフ等）への補助 

その他 

・拠点間オンラインミーティングにおけるケータリングサービス利用への補助 

・納会、大ビンゴ大会の開催 

・退職金制度（企業型確定拠出年金） 

・e ラーニングや資格取得への補助 
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④労働環境改善に向けた取組み（NI：〈健康および安全性〉） 

グラビスでは、グループ全体で労働環境改善に対する以下の取組みを積極的に行っており、労使一体となり安全で衛生

的な職場環境の整備に取組み、労働災害等の減少を図っている。 

 

ア．長時間労働抑制に向けた取組み 

・半年に１回の頻度で、疲労度チェックを実施して従業員の状態を把握している。過重労働になっている従業員につい

ては、経営陣で状況を共有した上で、個別にフォローを行っている。 

・自社のすべてのコンサルタントについては、稼働管理を行っており、稼働超過になる場合は、業務の受注をしない方針と

している。 

・有給休暇取得推奨日の設定、有給休暇を取得していない社員に対しては、部門長等の面談により計画的な休暇取

得のほか、プロジェクト単位での全休日の推奨を施策としている。 

 

イ．労働安全衛生に対する取組み状況 

項目 実施頻度 主な取組み内容 

疲労度チェック 年 2 回 従業員の就業状況や業務の負担感等を自社で把握している。 

 

⑤「働きがい認定企業」に認定 

グラビスグループの主軸企業であるグラビス・アーキテ

クツ株式会社は、GPTW ジャパンより「働きがい認定

企業」※（2024 年版）として認定された。2022 年

度から本調査に参加しており、3 年連続での認定とな

った。主な選定理由としては「報酬の納得感」「経営

が社員を信頼」等となっている。 

2020 年 6 月より、「Work Style Renaissance 

for New Normal」を掲げ、これからの時代にふさわ

しい働き方への切り替えを行い、「個々のメンバーが、

最も力を発揮し自分らしくいられる環境で働く」ことが

できるよう、オフィス出勤を前提とした仕組みや制度を

抜本的に改め、インフラ整備と意識改革を進めてい

る。 

 

（出所）グラビス・アーキテクツ株式会社 HP 
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（３）人材育成の強化・労働生産性向上に向けた各種取組み 

項目 内容 

インパクトの種類 PI の向上 

インパクト 
エリア／カテゴリー 

PI：〈教育〉 

影響を与える
SDGs の目標 

     

内容・対応方針 ・社内教育の推進を通じて人材育成の強化に注力 
・労働生産性向上に向けた各種施策の実行 

毎年モニタリングする
目標と KPI 

【目標】 
・人材育成の強化に注力するとともに、労働生産性向上に向けた各種取組みの推進 
【KPI】 
・2030 年末までにグラビスグループの有資格者数（延べ人数）の増加 
 (80 人／2023 年末→400 人／2030 年末) 

 

①資格取得のサポート（PI：〈教育〉） 

従業員のスキルアップにつながる資格の取得については、その受験費や研修費などはすべて会社負担しており、従業員の

資格取得により業務の生産性向上を図っている。なお、グラビスグループでは、マネージャー職以上はプロジェクトマネジメン

ト・プロフェッショナル（以下、PMP）※１の資格取得を必須としている。 

 

ア．主な資格者一覧(2023 年 12 月末現在、抜粋) 

資格名 人数 

PMP 15 

基本情報技術者 13 

IPA 各種高度資格 15 

※１ PMP 
PMP とは「Project Management Professional（プロジェクトマネジメントプロフェッショナル）」の略語、「プロジェクトマネジメント」とは、プロジェ

クト（計画事業）の管理を行うことを指している。PMP 資格は、プロジェクト管理のためのスケジュール調整や品質管理、人材やコストなどを管理する

スキルを証明できる資格で、アメリカの PMI（Project Management Institute：プロジェクトマネジメント協会）により運営されている。 

 

イ．有資格者※2 の状況  

2023 年 12 月末 目標（2030 年 12 月末） 

有資格者（延べ人数） 80 人 有資格者（延べ人数） 400 人 

※2 有資格者 特定の業務を行うことができることを証明する資格や認定、免許等（グラビスグループにおいては上記「ア．主な資格者一覧」が

該当）の保有者のこと 
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②社内教育の推進（PI：〈教育〉） 

グラビスでは、グループ全体として人材教育は必要不可欠の課題となってきているため、社内教育の推進を通じて人材

育成の強化に注力している。会社全体の生産性向上とレベルアップを目指した以下の研修の実施により、全従業員の業

務スキルの標準化及び向上を図っている。 

 

ア．研修の実施状況 

研修名 実施頻度 主な研修内容等 

マネージャー研修 年 1 回 コンサルタントとして独自のスタイルの構築に向けた人材育成 

コーチング研修 年 1 回 コミュニケーション、ハラスメント研修 

コンサル基礎研修 

（ロジカルシンキング、ライティング等） 
年 1～2 回 

コンサルタントとしての基礎研修 

（ロジカルシンキング、プロジェクトマネジメント） 

スキルアップに向けたフォローアップ 適宜 

・各業務テーマで求める期待行動の定義 

・MBO（目標管理制度）による目標設定 

・メンター制度の導入 

・1on1 面談の実施 

 

 

グラビス・アーキテクツでは、職位に応じて期待役割を設定しており、まずその期待役割をクリアすることを目指し、クリア

後、次の職位への準備ができたと判断されたら昇格する仕組みである。 

（出所）グラビス・アーキテクツ HP 

 

 

 

 

 

図表 11 参考：グラビス・アーキテクツの各職位への期待役割と必要スキル 
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③労働生産性向上に向けた社内体制（PI：〈教育〉） 

グラビスグループとして労働生産性向上、品質向上に向け、組織として以下の取組みを実施している。 

 

主な取組み項目 主な取組み内容 

【内部管理体制】 

経営理念及び経営目標を社内で共有している。 

・ミッション・ビジョン・バリューを定めて社内で共有 

・「GA コンサルタンシーマインド」※１を定めて、求めるべき

行動ベースの明示化 

【法令遵守】 

法令遵守の考えが社内に浸透し、法令を確実に遵守する

体制・仕組みを構築している。 

・ISMS※２取得 

・コンプライアンス規程を定めて社内周知 

・マネジメント層にリーダー研修（ハラスメントなども含む） 

【リスクマネジメント】 

リスクを特定、評価し、マネジメントするプロセスを整備して

いる。 

ISO9001 の認証取得 

 

※1 「GA コンサルタンシーマインド」 
グラビス・アーキテクツ株式会社のコンサルタントにおいての根幹となる考え方をまとめた 10 か条、コンサルタントとしての心構えや所作の指針となる。 

※2 ISMS 
ISMS とは Information Security Management System（情報セキュリティマネジメントシステム）の略語、企業等の組織における情報セキ

ュリティを管理するための枠組み。高度な情報化社会となった現代では、企業等において ISMS を適切に構築・運用することが求められている。 

 

④労働生産性向上に向けた各種取組み 

昨今、人材不足の深刻化により、限られたリソースで労働生産性を向上させることは、多くの企業にとって喫緊の課題で

あり、企業はさまざまな観点から自社に合った施策を展開することが重要となっている。以上の背景より、グラビスでは、グル

ープ全体として以下の取組みを通じて、労働生産性向上に向けた取組みを図っている。 

主な取組み項目 具体的な取組み内容 

IT・AI の活用 
コンサルティング業務の DX 化に向けて、AI を活用した議事録の作成、業務フロー

作成の簡素化等に取組んでいる。 

単価改善 毎年、受注時の設定単価を上げている。 

コンサルタント業務の見直し 

・すべての受注案件で発生する契約事務については、コンサルタント業務から切り

離し、管理本部にノウハウ集約することで、マニュアル化やシステム化等、業務の

効率化に取組んでいる。 

・コンサルタントが日常的に行っている事務関連業務（受領資料の分類、紙納品

物のファイリング、日程調整、簡易的な調査や集計分析等）を切り離し、管理

本部社員等が実施する体制に取組んでいる。 

その他 
・社内提出資料のペーパーレス化 

・各種会議のオンライン化 
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（４）経済力を高める各種施策の取組み 

項目 内容 

インパクトの種類 PI の向上 

インパクト 
エリア／カテゴリー 

PI：〈零細・中小企業の繁栄〉、〈インフラ〉 

影響を与える
SDGs の目標 

     

内容・対応方針 ・経済力を高める各種施策の実行 

毎年モニタリングする
目標と KPI 

【目標】 
・事業領域の拡大による売上高の増加 
【KPI】 
・2030 年度末までにグループ全体の売上高 5,000 百万円 
・2030 年度末までの自治体向け電子請求サービス「Haratte」導入目標 100 件 
・2030 年度末までに地域における中小企業支援のエコシステムの再構築に向けた支援先 50 件  

 

①経済力を高める各種施策の取組み（PI: 〈零細・中小企業の繁栄〉、〈インフラ〉） 

グラビスグループのソリューションサービスは、特に公共公益機関に対して主に ICT（情報通信技術）導入の企画や導

入後の運用を一貫して支援しており、公共公益機関の生産性向上や業務改善を行っている。これら組織に向けた支援を

通じて多様な社会問題の解決に貢献し、公共公益の分野でナンバーワンブランドと認知されるコンサルティングファームをグ

ループ全体で目指している。 

ア）事業拡大によるグループ全体の売上高の増加 

近い将来、人口減少により生産年齢人口が減少するとともに、行政サービスの担い手の数も減少し、公共公益機関の

負荷が増大していく一方、組織体制や業務プロセスは旧態依然であることに加え、業界特有の古い慣習が残っているた

め、コンサルティングによる業務改善の余地は多いと見込まれる。 

今後は、行政機関向け組織・人事領域のサービス（例：コンサルティング、トレーニング、人材紹介）、行政サービスの

再構築支援（例：ビジネス・プロセス・アウトソーシングの推進にむけた各種コンサルティング）、行政と地域における産学

官民連携の支援等、多岐にわたる分野の課題に対して、グループ全体によるコンサルティングサービスの提供を図っていく。 

実績（2024 年３月末） 目標（2031 年３月末） 

グループ全体の売上高 1,600 百万円 グループ全体の売上高 5,000 百万円 

 

イ）自治体向け電子請求サービス「Haratte」※の普及拡大 

 グループ会社の一つである株式会社 AmbiRise は、「テクノロジー×ビジネスで行政のあたりまえをアップデートする」をミッシ

ョンに、行政分野の DX を推進するサービスを開発・提供する GovTech スタートアップ企業として 2020 年に創業、その第

一弾のサービスとして、自治体向け電子請求サービス Haratte を展開している。2023 年に地方自治体への導入を皮切

りに、サービスの展開が進むにつれて自治体等からの引き合いが増大傾向にあり、本格的な販売拡大期に向けて、急激な

需要増への対応が求められている。このため、グループ間の連携をさらに進めることに加え、財務会計のシステムベンダー企

業との協業を図りながら、人口規模が５万人から 30 万人の基礎自治体等を対象に Haratte の販売・開発体制を強化、

急激な需要増に対応するとともに事業展開のさらなる加速を目指す。 

導入実績（2023 年３月末） 導入実績（2024 年３月末） 導入目標（2031 年３月末） 

１件 ４件 100 件 
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※自治体向け電子請求サービス「Haratte」 
行政宛請求プラットフォーム「Haratte」は、請求書を発行する事業者も、受け取る行政も便利で効率的になるサービスで、行政の様々な制約を

踏まえたサービスにより早期にデジタル化によるメリットを享受できる。 

 

図表 12 Haratte の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）株式会社 AmbiRise HP 
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ウ）地域における中小企業支援のエコシステムの再構築 

現在の日本経済において地域の所得向上が課題となっており、各自治体においては、企業誘致やスタートアップ支援な

ど様々な産業政策を実施しており、特に地域中小企業の活性化は最重要テーマである一方で、地域の中小企業経営に

対する有効な支援策等が不足しているケースもある。 

グラビスグループでは、「地域経済の活性化・地域所得の向上」というテーマに対してより実効性高い取組みを推進するた

めに、2024 年５月に中小企業支援の実績が豊富な企業と資本業務提携を行った。今後は、人口規模が５万人から

30 万人の基礎自治体等を対象に、自治体や地域金融機関とも連携しながら、DX をはじめとする先端企業づくりに向け

た各種支援（中小企業の起業や経営支援等）を実施することで、地域における中小企業支援のエコシステムの再構築

を行っていく。 

実績（2024 年３月末） 目標（2031 年３月末） 

支援先 ３件 支援先 50 件 
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5. 本ファイナンスで KPI を設定したインパクトの種類、SDGs貢献分類、影響を及ぼす範囲 

（１）本ファイナンスで KPI を設定したインパクトの種類、SDGs 貢献分類、影響を及ぼす範囲 

グラビスの事業活動は、SDGs の 17 の目標と 169 のターゲットに以下のように関連している。 

①環境配慮に向けた取組み 

SDGs17 の目標 ターゲット 内容 

 

11.6 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な

注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽

減する。 

 

12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、

廃棄物の発生を大幅に削減する。 

期待されるターゲットの影響としては、環境負荷の低減に向けた各種施策の実行することで、廃棄物等の削減に寄与する。   

②働きやすい職場づくりに向けた取組み 

SDGs17 の目標 ターゲット 内容 

 

3.4 2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて

３分の１減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 

 

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効

果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

 

8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者

など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 

 

10.2 2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経

済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、

経済的及び政治的な包含を促進する。 

期待されるターゲットの影響としては、多様な人材が活躍できる社内環境づくりの実践、従業員への労働安全衛生に対

する取組みを通じて、従業員全員が働きやすい職場環境の確立に寄与する。 

③人材育成の強化・労働生産性向上に向けた各種取組み 

SDGs17 の目標 ターゲット 内容 

 

4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らし

い仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加さ

せる。 

 

8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様

化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成す

る。 

期待されるターゲットの影響としては、労働生産性向上に向けた各種施策の実行、社内教育の推進を通じて人材育成

の強化に注力することを通じて、労働生産性向上に寄与する。 
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④経済力を高める各種施策の取組み 

SDGs17 の目標 ターゲット 内容 

 

8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様

化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成す

る。 

期待されるターゲットの影響としては、経済力を高める各種施策の実行を通じて、事業領域の拡大による売上高の増加

に寄与する。 
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（２）企業の所在地において認識される社会的課題・環境問題への貢献 

グラビスグループが主たる事業所を設置している札幌市では、2022 年に市制施行 100 周年という節目を迎え、次の

100 年を見据えた人口減少やデジタル社会に対応するとともに、あらゆる面で持続可能な札幌の街をつくり、次の時代につ

なげていくことが重要と考えている。そのためには、デジタル技術の有効活用によって、行政分野にとどまらず、都市・地域全

体のデジタル化を図るスマートシティを実現し、市民の快適な暮らしや個別最適化された官民のサービス提供を確保してい

く必要があるとしている。 

 

①札幌市 ICT 活用戦略の概要 

札幌が抱える課題を解決するために ICT を活用することで、目指すべき都市像及び未来のさっぽろの姿の実現を図るた

めの指針を定めるものとして、2017 年3 月、「札幌市 ICT 活用戦略」（以下、本戦略）を策定し、2017年度~2019

年度に推進すべき施策を具体化した。 

2020 年度以降の施策について、ICT を取り巻く最新の環境等の動向を踏まえて検討した上で、改定後の本戦略を

「官民データ活用推進基本法」に基づく「札幌市官民データ活用推進計画」として位置づけ、官民データ活用の推進に向

けた各施策に取組むこととして、本戦略を改定した。 

 

（出所）札幌市 ICT 活用戦略 2020 

 

 

 
図表 13 本戦略の位置付け 
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②「札幌 DX 推進方針」との関連性 

本戦略は、総合計画である「まちづくり戦略ビジョン」及び「アクションプラン」で描いた目指すべき都市像や未来のさっぽろ

の姿の実現に向け、各分野の個別計画と一体となって推進している。また、デジタル技術の急速な進展や社会経済情勢

の大幅な変化に対応していく必要もあるため、デジタル改革という新たな視点で「札幌 DX 推進方針」が本戦略を補強して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）札幌市「札幌 DX 推進方針」 

 

③本戦略の目標と構成 

本戦略では、ICT が持つ「価値を創造し高める力」に注目し、札幌の強み（価値）を生かしながら、ICT やデータを活

用することで既存の価値をさらに高め、新たな価値を生み出していくことで、札幌全体の価値である「Sapporo Value」

（札幌の価値）の創造と向上を目標とする。 本戦略の目標達成に向け、データ活用によってイノベーションの創出につな

がる先進的、分野横断的な取組みであり、新たな価値の創造を目指していく「イノベーション・プロジェクト」を重点的に推進

していき、「ICT 活用施策」をまちづくりの分野として 4 分野、６項目に分類し、ICT 活用による価値の向上を目的とした

取組みを図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）札幌市 ICT 活用戦略 2020 概要版 

 

図表 14 「札幌 DX 推進方針」との関連性 

図表 15 本戦略の目標と構成 
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②本戦略と SDGｓとの関連 

本戦略の策定にあたっては、持続可能な開発目標（SDGs）の考え方を踏まえている。 

図表 16 本戦略と SDGｓとの関連 

 

 

（出所）札幌市 ICT 活用戦略 2020 

 

札幌市ICT 活用施策 目指す姿 主な項目 主な取組み

市政情報の入手

行政からの情報発信の強化

より効果的な情報提供に向けた検討

チ･カ･ホの北２条交差点広場の活用

公共交通の利便性向上
公共交通の次世代連携の推進

バスロケーションシステムの活用

エネルギー利用の効率化
都心エネルギープランの推進

住宅・建築物の光熱費等の見える化推進

生活環境・環境衛生
大型ごみ収集受付の利便性向上

斎場利用の混雑緩和

子育て支援の充実

子育てに係る情報発信の充実

SNS を活用した悩み相談の実施

保育所等のICT 化推進

健康増進
働く世代を対象とした健康増進

アプリを活用した健康増進

マイナンバーカードの活用 マイナンバーカードの利便性・保有メリットの向上、利活用シーンの拡大

文化振興 歴史文化のまちづくり推進

防災対策
災害情報の収集・伝達体制の強化

河川水位情報の公開

消防救急体制の強化

NET119 緊急通報システムの整備

迅速な出動体制等の維持に向けた機器更新

ICT を活用した消防と医療の連携強化

除排雪作業の省力化 ICT を活用した除排雪体制の構築

企業の生産性と付加価値の

向上

製造業の生産性向上支援

ICT を活用したビジネス拡大支援

スタートアップ支援 スタートアップ創出の支援

先端技術の活用・クリエイ

ティブ産業の振興

xR 技術普及促進支援

e スポーツを通じたクリエイティブ産業の活性化

インタークロス･クリエイティブ･センター（ICC）の活用

札幌の魅力発信 シティプロモートの推進

観光産業の振興

観光情報発信の強化

外国人観光客の受入環境の向上

ICT を活用した観光マーケティング推進

市内周遊交通推進

観光客向け交通情報一元化サービス

多様な働き方の普及
テレワーク・業務管理システムの普及促進

障がい者IT サポートセンターを活用した自立・社会参加の促進

雇用機会の創出
ICT 産業の人材確保支援

UIJ ターン就職支援、移住者の起業創出

学校教育における情報化
教育の情報化推進

課題探究的な学習モデル推進

情報モラル教育 情報モラル教育の実施

家庭教育の推進 家庭教育の推進

ICT 活用人材の育成
ICT 人材の育成

産学官の連携による専門人材の育成

行政サービスのオンライン化 行政サービスのオンライン化・効率化の推進

個人情報の保護 情報セキュリティ対策の実施

デジタルデバイド対策 様々な利用環境の人への対応

窓口等の利便性向上 障がい者のコミュニケーション支援

行政の効率化

モバイルワーク及び在宅勤務の推進

ICT の活用による業務の効率化や効果的な活用に関する検討

EBPM の推進に向けた環境整備

柔軟かつ安定的なシステム

更新

ハイブリッドクラウド基盤構築

情報通信伝送路のリスク分散

オープンデータの推進 オープンデータの推進

ICTやデータの活用した学校

教育の推進と環境整備、学

生や社会人を対象としたデー

タサイエンティストの育成など

を通じて、ICTやデータ活用の

リーダーとなる人材育成を行

う。

4
効率的で信頼される行政

（行政）

新規事業の実施において積

極的にICTやデータの活用を

検討するとともに、ICTの効

果的な活用や保有する情

報・データの提供・公開を行

うなど、信頼され、質が高く、

低コストな行政運営を実現

する。

人材の育成

（教育）

1-1

1-2

2-1

2-2

3

札幌市ICT 活用施策と関連性のあるSDGｓ17の目標

暮らしの質の向上

（生活）

安全・安心の実現

（生活）

産業の振興

（経済）

多様な雇用と働き方の

創造

（経済）

利便性が高く、快適な生活

を実現するためにICTやデータ

を活用し、生活の満足度を

高め、札幌を選び、ここで暮

らしたい人を増やす。

防災、医療、福祉などの生

活の質の向上に資するICTや

データの活用を進め、安全な

環境のもと、市民が安心して

暮らせるまちをつくる。

ICTやデータの活用による既

存企業の競争力向上、ICT

産業の振興を図るとともに、

新規ビジネス創出や起業、

札幌への起業誘致・立地を

促進する。

雇用機会の創出及び多様

な働き方の普及・定着によ

り、就業率の向上を図るとと

もにUIJターン等によるICT活

用人材の確保を図る。
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③本戦略とグラビスの事業活動等との関連性 

本戦略を基に、グラビスの事業内容に照らし合わせると、自社の事業を通じて札幌市の掲げる本戦略に対して十分に貢

献していると考えられる。 

 

札幌市 ICT 活用施策 主な項目 本戦略と SDGｓ17 の目標との関係性 グラビスグループの取組み  

産業の振興 

（経済） 

企業の生産性と 

付加価値の向上 

  

 

既存事業のリソースを

活用しながら、地域に

おける中小企業支援

のエコシステム再構築

を行っていく。 スタートアップ支援 

多様な雇用と 

働き方の創造 

（経済） 

多様な働き方の普及 

  

 

テレワーク制度（在

宅、コーワキングスペー

ス等での勤務）により

自由な時間・場所で

働きやすい職場環境を

整備しており、フレキシ

ブルな就業体系を構

築し、従業員の家庭と

の両立の実現を図って

いる。 

雇用機会の創出 

人材の育成 

（教育） 
ICT 活用人材の育成 

  

 

公共サービスを担う人

材の確保や育成等を

行っており、公共領域

における問題解決のた

めに「志向×思考×試

行 」 で きる 人 材 を 育

て、社会問題解決の

要となる場に送り出し

ている。 

効率的で 

信頼される行政 

（行政） 

行政サービスのオンライン化 

   

公共公益機関に対し

て主に ICT（情報通

信技術）導入の企画

や導入後の運用を一

貫して支援し、公共公

益機関の生産性向上

や業務改善を行ってい

る。 

個人情報の保護 

デジタルデバイド対策 

窓口等の利便性向上 

 

  
行政の効率化 

柔軟かつ安定的なシステム更新 

オープンデータの推進 
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6．【グラビス】のサステナビリティ経営体制（推進体制、管理体制、実績） 

グラビスは、古見代表取締役を最高責任者とし、事業活動とインパクトレーダー、SDGs との関連性について検討を重ね、

取組み内容の抽出を行っている。取組み施策などは前段に記載した内容である。 

本ポジティブ・インパクト・ファイナンス実行後においても、古見代表取締役を最高責任者として、銀行に対する報告をグ

ループ管理部の川人氏が担当する。全従業員が一丸となり、KPI の達成に向けた活動を実施し、社会的な課題の解決

への貢献とともに持続的な経営を実現していく。各 KPI は前述の推進体制に基づき各部門が中心となって取組み、古見

代表取締役が統括し、達成度合いををグループ管理部の川人氏がモニタリングしていく。 

このような推進体制を構築することで、地域における社会的課題や環境問題にも積極的に取組み、北海道内をリードし

ていく企業を目指す。 

 

【グラビス】の責任者 代表取締役 古見彰里 

【グラビス】のモニタリング担当者 グループ管理部 川人伸 

銀行に対する報告担当者 グループ管理部 川人伸 

 

7．北海道銀行によるモニタリングの頻度と方法 

上記目標をモニタリングするタイミング、モニタリングする方法は以下の通りである。 

本ポジティブ・インパクト・ファイナンスで設定した KPI の達成及び進捗状況については、北海道銀行とグラビスの担当者

が定期的に会合の場を設け、共有する。会合は少なくとも年に１回実施するほか、日頃の情報交換や営業活動の場など

を通じて実施する。具体的には、決算後 5 ヵ月以内に関連する資料を北海道銀行が受領し、モニタリングとなる指標につ

いてフィードバックなどのやりとりを行う。 

北海道銀行は、KPI 達成に必要な資金及びその他ノウハウの提供、あるいは北海道銀行の持つネットワークから外部

資源とマッチングすることで、KPI 達成をサポートする。また、モニタリングの結果、当初想定と異なる点があった場合には、北

海道銀行は、同社に対して適切な助言・サポートを行う。 

 

モニタリング方法 
対面、テレビ会議などの指定は無し 

定例訪問などを通じた情報交換 

モニタリングの実施時期、頻度 少なくとも年 1 回実施 

モニタリングした結果のフィードバック方法 
KPI などの指標の進捗状況を確認しあい、必要に応じて対応策及び

外部資源とのマッチングを検討 

 

以上 


